
 
 

生活衛生関係営業に係る災害時支援協定書 

 
新潟県（以下「甲」という。）と新潟県生活衛生同業組合連合会（以下「乙」とい

う。）は、新潟県内において大規模な地震等の災害が発生した場合（以下「災害時」

という。）において、乙の会員である生活衛生同業組合（以下「組合」という。）が実

施する被災者の支援（以下「支援」という。）に関し、次のとおり協定を締結する。 
 
（趣旨） 
第１条 この協定は、災害時における被災者の生活衛生の向上を図るために必要な業

務に関し、甲が乙に対して協力を求めるときの必要な事項を定めるものとする。 
 
（支援業務及び対象組合） 
第２条 乙の支援業務の内容は、次のとおりとする。 
(1) 救援物資（食材及び食品）の提供 
(2) 避難所等における炊出しの実施 
(3) 避難所等における理容、美容の実施 
(4) 被災者の毛布、衣類等のクリーニングの実施 
(5) 避難所としての宿泊施設の提供 
(6) 入浴施設の開放、入浴の便宜供与 
(7) 帰宅困難者に対する、水、トイレ、避難情報、一時的な避難場所等の提供 
２ 本協定の対象となる組合及び基本的な支援業務は別表のとおりとする。 
 
（協力要請） 
第３条 甲は、災害時に、支援業務を実施する必要があると認めたときは、乙に協力

を要請することができるものとする。 
２ 要請は被災者支援要請書（様式第１号）により行うものとする。ただし、緊急を

要する場合には口頭により要請し、その後速やかに文書により行うものとする。 
 
（支援業務の提供及び報告） 
第４条 乙は、甲から第３条に定める要請があったときは、組合間の調整を行ったう

えで、支援業務の提供を行う組合を決定するものとする。 
２ 前項で決定された組合は、可能な限り、支援業務の提供を行うものとする。 
３ 前項の支援業務の提供を行った組合は、その業務が完了したときは乙にその旨を

報告し、乙は速やかに被災者支援実施状況報告書（様式第２号）により甲に報告す

るものとする。 
 
 



 
 

（費用の負担） 
第５条 支援業務の提供に要する費用は、次のとおりとする。 
(1) 第２条第１項第１号から第４号及び第６号に要した費用は、甲が負担するものと

し、その費用は、災害時直前における適正価格を基準として、甲乙が協議して定め

るものとする。 
(2) 第２条第１項第５号に要した費用は、甲が負担するものとし、その費用は、甲乙

が協議して定めるものとする。 
(3) 第２条第１項第７号に要した費用は、当該支援を実施した者が負担するものとす

る。 
 
（防災意識の向上） 
第６条 乙は、乙の活動を通じて、平素から会員の防災意識の向上に努め、甲は乙に

対し必要な協力を行うものとする。 
 
（協議） 
第７条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施について疑義が生じたとき

は、その都度甲乙が協議して決定するものとする。 
 
（有効期間） 
第８条 この協定は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲乙いずれから

も文書による終了の意思表示がないかぎり、その効力を継続するものとする。 
 
この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各１通を

保有する。 
 
平成２９年４月１１日 
 

新潟県新潟市中央区新光町４番地１ 
甲 新潟県 
 代表者 新潟県知事 米山 隆一 

 
 

新潟県新潟市中央区東大畑通１番町 490 番地 13 

乙 新潟県生活衛生同業組合連合会 
               代表者 会長 野澤 幸司 
 
 
 



 
 

別表（第２条関係） 本協定の対象組合及び支援業務 
組 合 名 支 援 業 務 

新潟県すし商生活衛生

同業組合 
 

・食材の提供及び料理、弁当等の食品の提供 
・避難所等における炊出し人員の派遣 
・帰宅困難者に対する水、トイレ、避難情報等の提供 

新潟県麺類飲食業生活

衛生同業組合 
 

・食材の提供及び料理、弁当等の食品の提供 
・避難所等における炊出し人員の派遣 
・帰宅困難者に対する水、トイレ、避難情報等の提供 

新潟県社交飲食業生活

衛生同業組合 
 

・避難所等における炊出し人員の派遣 
・帰宅困難者に対する水、トイレ、避難情報等の提供 

新潟県料理生活衛生同

業組合 
 

・食材の提供及び料理、弁当等の食品の提供 
・避難所等における炊出し人員の派遣 
・帰宅困難者に対する水、トイレ、避難情報等の提供 

新潟県食肉生活衛生同

業組合 
 

・食材の提供 
・帰宅困難者に対する水、トイレ、避難情報等の提供 
 

新潟県理容生活衛生同

業組合 
 

・避難所等での理容サービスの提供 
・帰宅困難者に対する水、トイレ、避難情報等の提供 
 

新潟県美容業生活衛生

同業組合 
 

・避難所等での美容サービスの提供 
・帰宅困難者に対する水、トイレ、避難情報等の提供 
 

新潟県興行生活衛生同

業組合 
 

・帰宅困難者に対する水、トイレ、避難情報、一時的な避

難場所等の提供 
 

新潟県旅館ホテル生活

衛生同業組合 
 

・避難所としての宿泊施設の提供（宿泊・入浴・食事） 
・帰宅困難者に対する水、トイレ、避難情報、一時的な避

難場所等の提供 
 

新潟県公衆浴場業生活

衛生同業組合 
 

・入浴施設の開放、入浴の便宜供与 
・井戸、貯水による生活用水の提供 
・帰宅困難者に対する水、トイレ、避難情報、一時的な避

難場所等の提供 
新潟県クリーニング生

活衛生同業組合 
 

・被災者の毛布、衣類等のクリーニング 
・帰宅困難者に対する水、トイレ、避難情報等の提供 
 

 



 
 

様式第１号 
第   号 

年  月  日 
 

新潟県生活衛生同業組合連合会 
会 長         様 
 

新潟県知事        
 

災害時における被災者支援要請書 
 
平成２９年４月１１日締結の生活衛生関係営業に係る災害時支援協定書第３条の

規定に基づき、下記の支援について要請します。 
 

記 
 
１ 要請する内容 

要請内容 要請期間 実施場所 支援を受ける

被災者数又は

提供数 

備考 

     

     

     

     

 
２ 連絡先 
役職・氏名  
電話番号・ＦＡＸ番号  
メールアドレス  

 
 
 
 
 



 
 

様式第２号 
第   号 

年  月  日 
 

新潟県知事 様 
 

新潟県生活衛生同業組合連合会  
会 長 

 
災害時における被災者支援実施状況報告書 

 
平成  年  月  日  第  号で要請のあった災害時における被災者支援

の協力について、下記のとおり対応したので、平成２９年４月１１日締結の生活衛生

関係営業に係る災害時支援協定書第４条の規定に基づき報告します。 
 

記 
 
被災者支援の協力に係る実施状況 

支援内容 実施期間 実施場所 
支援を行った

被災者数又は

提供数 
備考 

     

     

     

     

 
 
 
 


